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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】不要な治療項目を除いた適切な治療項目が設定
された透析の画面を生成し、医療スタッフの作業負荷お
よびミスを低減する、透析管理システム、透析管理方法
、及び透析管理プログラムを提供する。
【解決手段】透析管理システムは、透析治療方法毎に、
透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表
示情報記憶部（データベース３）と、入力された患者Ｉ
Ｄに対応する透析治療方法を取得する取得部１２と、取
得した透析治療方法に対応する表示情報を表示情報記憶
部から読み出し、読み出した表示情報を用いて透析治療
方法用の画面を生成し、表示する画面生成部１３と、を
備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透析管理システムであって、
　透析治療方法毎に、当該透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表示情報
記憶部と、
　入力された患者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する取得部と、
　前記取得した透析治療方法に対応する表示情報を前記表示情報記憶部から読み出し、読
み出した表示情報を用いて前記透析治療方法用の画面を生成し、表示する画面生成部と、
を備えること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項２】
　請求項１記載の透析管理システムであって、
　前記表示情報には、治療項目毎に、対応する透析治療方法用の画面に表示する表示名と
、表示順または非表示を示す情報とが含まれること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項３】
　請求項１記載の透析管理システムであって、
　複数の治療項目の各々ついて、項目コードと、画面に表示する表示名とを対応付けて記
憶する項目記憶部を、さらに備え、
　前記表示情報には、対応する透析治療方法用の画面に表示する治療項目の項目コードが
、表示順に設定され、
　前記画面生成部は、前記取得した透析治療方法に対応する表示情報を前記表示情報記憶
部から読み出し、当該表示情報に設定された各項目コードの表示名を前記項目記憶部から
読み出して、前記透析治療方法用の画面を生成すること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の透析管理システムであって、
　前記画面は、各患者の透析治療内容を編集するための画面であること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の透析管理システムであって、
　前記画面に表示または入力された透析治療内容の少なくとも一部を、透析装置に送信す
る送信部をさらに備えること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の透析管理システムであって、
　透析装置から送信される透析データを表示するモニタリング部をさらに備えること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項７】
　請求項６記載の透析管理システムであって、
　前記透析装置から送信される透析データを受信し、受信した透析データを共通フォーマ
ットに変換する複数の変換部と、
　前記複数の変換部が変換した透析データを、前記モニタリング部に中継する中継部と、
をさらに備え、
　前記モニタリング部は、複数の前記透析装置から送信される複数の透析データを表示す
ること
　を特徴とする透析管理システム。
【請求項８】
　コンピュータが行う透析管理方法であって、
　前記コンピュータは、
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　透析治療方法毎に、当該透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表示情報
記憶部を備え、
　入力された患者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する取得ステップと、
　前記取得した透析治療方法に対応する表示情報を前記表示情報記憶部から読み出し、読
み出した表示情報を用いて前記透析治療方法用の画面を生成し、表示する画面生成ステッ
プと、を行うこと
　を特徴とする透析管理方法。
【請求項９】
　コンピュータが実行する透析管理プログラムであって、
　コンピュータを、
　透析治療方法毎に、当該透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表示情報
記憶部、
　入力された患者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する取得部、および、
　前記取得した透析治療方法に対応する表示情報を前記表示情報記憶部から読み出し、読
み出した表示情報を用いて前記透析治療方法用の画面を生成し、表示する画面生成部、と
して機能させること
　を特徴とする透析管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の透析治療を管理および支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のコンピュータ技術の発達により、様々な分野においてコンピュータが使用される
ようになっている。透析治療（人工透析治療）の分野においても同様であり、患者毎の透
析治療情報をコンピュータに入力し、管理するシステムがある。例えば、特許文献１には
、患者の透析基本条件を変更することなく、一定期間、一定回数の透析条件を変更し、該
当する透析実施日毎に自動的に表示または印刷するシステムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２８５４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、透析治療には、様々な治療項目がある。また、透析の治療方法（例えば、「血液
透析（ＨＤ）」、「血液濾過（ＨＦ）」、「血液濾過透析（ＨＤＦ）」、「限外濾過（Ｅ
ＣＵＭ）」など）に応じて、必要となる治療項目が変動する。さらに、病院（または医師
）の治療方針や治療内容に応じで、病院毎に必要となる治療項目が異なる。
【０００５】
　しかしながら、従来の各患者の透析治療内容を表示する画面では、当該患者の治療方法
または病院の治療方針などに関わらず、全ての治療項目が表示されているため、医療スタ
ッフが内容をチェックする際に負担が大きく、ストレスが生じる。また、画面に多くの治
療項目が表示されることから、医療スタッフのチェック漏れ、または、入力ミスなどを誘
発する恐れがある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、不要な治療項目を除
いた適切な治療項目が設定された透析の画面を生成し、医療スタッフの作業負荷およびミ
スを低減することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明は、透析管理システムであって、透析治療毎に、当
該透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表示情報記憶部と、入力された患
者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する取得部と、前記取得した透析治療方法に対応す
る表示情報を前記表示情報記憶部から読み出し、読み出した表示情報を用いて前記透析治
療方法用の画面を生成し、表示する画面生成部と、を備える。
【０００８】
　また、本発明は、コンピュータが行う透析管理方法であって、前記コンピュータは、透
析治療方法毎に、当該透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表示情報記憶
部を備え、入力された患者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する取得ステップと、前記
取得した透析治療方法に対応する表示情報を前記表示情報記憶部から読み出し、読み出し
た表示情報を用いて前記透析治療方法用の画面を生成し、表示する画面生成ステップと、
を行う。
【０００９】
　また、本発明は、コンピュータが実行する透析管理プログラムであって、コンピュータ
を、透析治療方法毎に、当該透析治療方法用の画面に表示する表示情報を記憶する表示情
報記憶部、入力された患者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する取得部、および、前記
取得した透析治療方法に対応する表示情報を前記表示情報記憶部から読み出し、読み出し
た表示情報を用いて前記透析治療方法用の画面を生成し、表示する画面生成部、として機
能させる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、透析治療において、不要な治療項目を除いた適切な治療項目が設定さ
れた透析の画面を生成し、医療スタッフの作業負荷およびミスを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る透析管理システムの全体構成図である。
【図２】指示基本情報画面の一例を示す図である。
【図３】機材データ画面の一例を示す図である。
【図４】ＩＮ・ＯＵＴデータ画面の一例を示す図である。
【図５】薬剤データ画面の一例を示す図である。
【図６】条件送信画面の一例を示す図である。
【図７】データベースの構成例を示す図である。
【図８】項目記憶部のデータの一例を示す図である。
【図９】表示情報記憶部の指示基本情報マスタの一例を示す図である。
【図１０】クライアントの画面生成処理のフローチャートである。
【図１１】表示情報記憶部の条件送信マスタの一例を示す図である。
【図１２】サーバの処理のフローチャートである。
【図１３】モニタリング画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１は、本実施形態の透析管理システムの構成図である。本実施形態の透析管理システ
ムは、少なくとも１つのクライアント１と、サーバ２と、クライアント１およびサーバ２
からアクセス可能なデータベース３とを備える。また、透析管理システムは、少なくとも
１つの透析装置４（患者の透析治療を行う装置）と接続されている。
【００１４】
　クライアント１は、透析治療の内容を表示する画面を生成する装置である。図示するク
ライアント１は、入力受付部１１と、取得部１２と、画面生成部１３と、登録部１４とを
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備える。
【００１５】
　入力受付部１１は、医療スタッフが入力した患者ＩＤを受け付ける。取得部１２は、入
力された患者ＩＤに対応する透析治療方法を取得する。画面生成部１３は、取得した透析
治療方法に対応する表示情報をデータベース３から読み出し、読み出した表示情報を用い
て当該透析治療方法用の画面を生成し、当該クライアント１が備えるディスプレイ（不図
示）に表示する。登録部１４は、画面に表示されたデータをデータベース３に登録する。
【００１６】
　サーバ２は、各透析装置４に透析指示を送信するとともに、各透析装置４から透析デー
タを受信し、モニタリングする。図示するサーバ２は、透析指示部２１と、モニタリング
部２２と、中継部２３と、少なくとも１つのドライバ２４とを備える。
【００１７】
　透析指示部２１（送信部）は、クライアント１が生成した画面に表示または入力された
透析治療内容（データ）の少なくとも一部を、中継部２３およびドライバ２４を介して透
析装置４に送信する。モニタリング部２２は、透析装置４から送信される透析データを、
当該サーバ２が備えるディスプレイ（不図示）に表示する。
【００１８】
　中継部２３は、透析指示部２１が透析装置４に向けて送信したデータを、対応するドラ
イバに中継（送出）するとともに、複数のドライバ２４がフォーマット変換した変換した
透析データを、モニタリング部２２に中継する。
【００１９】
　ドライバ２４（変換部）は、透析指示部２１が透析装置４に向けて送信したデータを、
中継部２３を介して受け付け、当該データを送信先の透析装置４の機種用のフォーマット
（例えばネイティブモードのプロトコル）に変換する。また、ドライバ２４は、透析装置
４から送信される透析データを受信し、受信した透析データを、本透析管理システムの共
通フォーマット（例えば、標準プロトコル）に変換する。
【００２０】
　データベース３については、後述する。また、本透析管理システムに接続される透析装
置４は、異なる複数の種別（メーカ）の機器であってもよい。
【００２１】
　以上説明した、クライアント１およびサーバ２には、例えば、ＣＰＵと、メモリと、ハ
ードディスク等の外部記憶装置と、入力装置と、出力装置とを備えた汎用的なコンピュー
タシステムを用いることができる。このコンピュータシステムにおいて、ＣＰＵがメモリ
上にロードされた所定のプログラムを実行することにより、各装置の各機能が実現される
。例えば、クライアント１およびサーバ２の各機能は、クライアント１用のプログラムの
場合はクライアント１のＣＰＵが、サーバ２用のプログラムの場合はサーバ２のＣＰＵが
それぞれ実行することにより実現される。
【００２２】
　また、クライアント１用のプログラムおよびサーバ２用のプログラムは、ハードディス
ク、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ読
取り可能な記録媒体に記憶することも、ネットワークを介して配信することもできる。
【００２３】
　また、図１に示す透析管理システムは、一例として、複数のクライアント１とサーバ２
とを備えるものとしたが、本発明は、これに限定されるものではない。例えば、クライア
ント１を有することなくなく、サーバ２が図１に示すクライアント１の機能を備えること
としてもよい。
【００２４】
　図２から図６は、クライアント１に表示される画面の一例を示す図である。図示する各
画面は、各患者の透析治療内容を確認および入力・編集するための透析管理用の画面であ
る。
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【００２５】
　本実施形態における各画面は、透析の治療方法毎に生成される。これにより、本実施形
態では、治療方法毎に、当該治療方法で必要な治療項目のみを適切に画面に設定すること
ができる。これにより、本実施形態では、医療スタッフの入力ミスを低減するとともに、
医療スタッフが治療内容をチェックする際の負荷（ストレス）を低減することができる。
【００２６】
　なお、本実施形態では、タブを用いて画面を切り替えることで、透析管理用の画面を、
複数の画面に分割して構成している。しかしながら、画面をスクロールさせることなどに
より、１つの画面で表示してもよく、あるいは、少なくとも２つの任意の画面を１つの画
面にまとめることとしてもよい。
【００２７】
　図２から図６は、治療方法が「ＨＤ（血液透析）」の場合の各画面を例示している。図
２は、「指示基本情報」タブをクリックすることで表示される「指示基本情報画面」の一
例である。「指示基本情報画面」には、ドライウェイト、治療時間などの透析治療の基本
情報が表示される。
【００２８】
　図３は、「機材データ」タブをクリックすることで表示される「機材データ画面」の一
例である。「機材データ画面」には、ダイアライザ、穿刺針などの透析装置４（機材）に
関する情報が表示される。
【００２９】
　図４は、「ＩＮ・ＯＵＴデータ」タブをクリックすることで表示される「ＩＮ・ＯＵＴ
データ画面」の一例である。「ＩＮ・ＯＵＴデータ画面」には、患者のＩＮ（身体に入る
水分量）と、ＯＵＴ（身体から排出・排泄される水分量）に関する情報が表示される。
【００３０】
　図５は、「薬剤データ」タブをクリックすることで表示される「薬剤データ画面」の一
例である。「薬剤データ画面」には、投与する薬剤の量、薬剤名など薬剤に関する情報が
表示される。
【００３１】
　図６は、「条件送信」タブをクリックすることで表示される「条件送信画面」の一例で
ある。「条件送信画面」には、除水計算用ドライウェイト、除水計算用除水時間などの、
条件（補正情報）が表示される。ここでは、条件送信画面に表示・入力された透析治療内
容（データ）は、透析装置４へ送信されるものとする。
【００３２】
　図７は、図１に示すデータベース３の構成例を示す図である。本実施形態のデータベー
ス３は、透析の治療方法毎に、当該治療方法用の画面に表示する表示内容に関する表示情
報を記憶する表示情報記憶部３１と、治療方法記憶部３２と、項目記憶部３３と、患者情
報記憶部３４と、透析データ記憶部３５とを備える。各記憶部については、後述する。
【００３３】
　なお、本実施形態の表示情報記憶部３１は、図２から図６の画面毎に、マスタ（テーブ
ル）を有するものとする。具体的には、指示基本情報マスタと、機材データマスタと、Ｉ
Ｎ・ＯＵＴデータマスタと、薬剤データマスタと、条件送信マスタとを有する。
【００３４】
　次に、本実施形態の処理について説明する。
【００３５】
　[１．クライアントの画面生成処理]
　まず、クライアント１が行う、画面（透析管理画面）の生成処理について説明する。　
本実施形態では、治療方法毎に必要な治療項目を設定した画面を生成する。治療方法毎に
画面を生成する方法として、以下の２つの方法が考えられる。
【００３６】
　＜第１の方法＞
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　第１の方法について、図２に示す「指示基本情報画面」の生成を例に以下説明する。
【００３７】
　事前準備として、例えばシステム管理者などが、データベース３の各記憶部（表示情報
記憶部３１、治療方法記憶部３２、項目記憶部３３）に格納されるデータ（マスタ）を作
成する。
【００３８】
　治療方法記憶部３２には、「血液透析（ＨＤ）」、「血液濾過（ＨＦ）」、「血液濾過
透析（ＨＤＦ）」、「限外濾過（ＥＣＵＭ）」、「単純血漿交換（ＰＥ）」、「２重濾過
血漿交換（ＤＦＰ）」などの、透析治療の各種方法が設定される。
【００３９】
　図８は、項目記憶部３３のデータ構成の一例を示す図である。図示する項目記憶部３３
には、複数の治療項目の各々ついて、項目コードと、画面に表示する表示名（項目名称）
とが対応付けて記憶されている。項目コードには、治療項目を一意に識別可能なコード（
識別情報）が設定される。表示名には、画面に表示する治療項目の名称が設定される。な
お、項目記憶部３３には、各治療方法で用いられる治療項目の全てが設定される。
【００４０】
　図９は、表示情報記憶部３１の指示基本情報マスタの一例を示す図である。図示する指
示基本情報マスタには、治療方法毎に、表示情報として、当該治療方法の画面に表示する
治療項目の項目コードが表示順に設定される。例えば、治療方法が血液透析（ＨＤ）の場
合、「０００１」、「０００２」、「０００７」、・・・の項目コードの順番で、各項目
コードに対応する、項目記憶部３３に設定された表示名が画面に表示されるように、設定
されている。
【００４１】
　これにより、治療方法毎に、表示したい順番で表示したい治療項目の項目コードを設定
するだけでよいため、指示基本情報マスタを容易に作成することができる。すなわち、病
院、医師などの治療方針に応じて、治療方法毎に表示する治療項目を柔軟に設定し、容易
にカスタマイズすることができる。また、表示名については、項目記憶部３３に所望の表
示名を設定しておくことで、本透析管理システムを使用する各病院または医師が、通常使
用している慣れ親しんだ名称で画面に表示されるため、入力ミスを防止し、医療事故を低
減することができる。
【００４２】
　図１０は、クライアント１が行う、第１の方法の画面生成処理の一例を示すフローチャ
ートである。ここでは、指示基本情報画面の画面生成処理を例に、以下説明する。
【００４３】
　医療スタッフ（例えば、医師、看護師等）は、各患者の透析治療内容を確認および入力
・編集するために、クライアント１に所望の患者の患者ＩＤ（識別情報）を入力する。
【００４４】
　クライアント１の入力受付部１１は、医療スタッフが入力した患者ＩＤを受け付ける（
Ｓ１１）。そして、取得部１２は、データベース３の患者情報記憶部３４を参照し、当該
患者ＩＤに対応する治療方法を取得する（Ｓ１２）。なお、患者情報記憶部３４には、患
者毎に、患者ＩＤと、治療方法および治療内容等の患者に関する情報が記憶されている。
【００４５】
　そして、画面生成部１３は、Ｓ１２で取得した治療方法に対応する表示情報を、データ
ベース３の表示情報記憶部３１（指示基本情報マスタ）から読み出す（Ｓ１３）。そして
、画面生成部１３は、読み出した表示情報と項目記憶部３３とを用いて、Ｓ１２で取得し
た治療方法用の指示基本情報画面を生成し（Ｓ１４）、クライアント１のディスプレイに
表示する（Ｓ１５）。
【００４６】
　具体的には、画面生成部１３は、指示基本情報マスタから読み出した当該治療方法の表
示情報（レコード、データ）に設定された各項目コードの表示名を項目記憶部３３から読
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み出し、読み出した各表示名を、表示情報に設定された順番で指示基本情報画面の項目名
称を表示する領域２０１に設定する。
【００４７】
　そして、画面生成部１３は、患者情報記憶部３４のＳ１１で入力された患者ＩＤに対応
する、当該画面に表示された表示名（項目コード）のデータを読み込み、当該画面の治療
内容を示す領域２０２に設定する。例えば、画面生成部１３は、先の日付のデータについ
ては、患者情報記憶部３４に設定された定期のデータを、展開し、設定する。なお、患者
情報記憶部３４に当該患者ＩＤのデータが登録されていない場合は、空白とする。
【００４８】
　医療スタッフは、ディスプレイに表示された画面を見て、必要に応じて治療内容を編集
・更新する。また、医療スタッフは、患者情報記憶部３４に当該患者ＩＤのデータが登録
されていない場合は、当該画面に、治療内容を入力する。そして、医療スタッフは、確認
または編集・入力を終えると、「保存」ボタンをクリックする。
【００４９】
　「保存」ボタンのクリックによる登録指示を受け付けて、登録部１４は、確認後または
編集・入力後の画面に表示された治療内容を、当該患者ＩＤに対応付けて患者情報記憶部
３４に登録する（Ｓ１６）。
【００５０】
　また、本実施形態では、医療スタッフが、生成された画面をみて、画面に表示される治
療項目の追加または削除などの項目編集を行うことができるようにしてもよい。図示する
例では、「処置追加」ボタンを医療スタッフがクリックすることで、処置選択画面（ウイ
ンドウ）２０３が、現在表示されている画面の上に重畳して、あるいは、当該画面の余白
に表示される。そして、医療スタッフは、例えば、ドロップダウンリストに当該治療方法
用にあらかじめ設定されたいずれかの治療項目を選択することで、所望の治療項目を容易
に画面に表示することができる。
【００５１】
　画面生成部１３は、医療スタッフの項目編集指示を受け付けると、当該治療項目を追加
した画面を再生成し、ディスプレイに再表示する。この場合、画面生成部１３は、患者情
報記憶部３４の当該患者ＩＤの追加された治療項目のデータを読み込み、再生成した画面
の治療内容を示す領域２０２に設定する。また、医療スタッフが、追加した医療項目の内
容について、確認または編集・入力を終えて、「保存」ボタンをクリックすると、登録部
１４は、追加した医療項目を含む治療内容を、当該患者ＩＤに対応付けて患者情報記憶部
３４に登録する（Ｓ１６）。
【００５２】
　これにより、医療スタッフが患者の治療内容を確認および入力する際に、画面に表示さ
れた治療内容以外に、確認したい情報が即座に画面に表示されるため、入力ミスを防止し
、医療事故を低減することができる。
【００５３】
　同様に、「処置削除」ボタンを医療スタッフがクリックすることで、処置削除画面（ウ
インドウ）２０４が現在表示されている画面の上に重畳して、あるいは、当該画面の余白
に表示される。そして、医療スタッフは、例えば、ドロップダウンリストに設定された、
現在画面に表示されているいずれかの治療項目を選択することで、所望の治療項目を容易
に画面から削除することができる。
【００５４】
　これにより、医療スタッフが患者の治療内容を確認および入力する際に、当該患者にと
っては不要な項目を非表示とすることで、確認漏れ、入力ミスなどを防止し、医療事故を
低減することができる。
【００５５】
　なお、登録部１４は、治療項目の追加または削除などの項目編集指示があった場合にお
いて、表示情報記憶部３１（指示基本情報マスタ）への更新・反映指示をさらに受け付け
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ることで、当該項目編集指示に基づいて、当該治療方法の指示基本情報マスタを更新する
こととしてもよい。
【００５６】
　なお、図３に示す「機材データ画面」、図４に示す「ＩＮ・ＯＵＴデータ画面」、およ
び図５に示す「薬剤データ画面」の生成処理については、上記説明した図２に示す「指示
基本情報画面」の生成処理と同様であるため、ここでは説明を省略する。この場合、項目
記憶部３３には、図２から図５の全ての画面および全ての治療方法で使用する治療項目を
登録し、各画面で共通して利用するものとする。
【００５７】
　＜第２の方法＞
　第２の方法について、図６に示す「条件送信画面」の生成を例に以下に説明する。
【００５８】
　事前準備として、例えばシステム管理者などが、データベース３の各記憶部に格納され
るデータ（マスタ）を作成する。第２の方法では、表示情報記憶部３１（条件送信マスタ
）および治療方法記憶部３２のみ使用し、項目記憶部３３は使用しない。治療方法マスタ
は、第１の方法で説明した治療方法マスタと同じものであるため、ここでは説明を省略す
る。
【００５９】
　図１１は、表示情報記憶部３１の条件送信マスタの一例を示す図である。図示する条件
送信マスタは、治療方法毎に作成される。また、図示する条件送信マスタは、各治療項目
（論理名）に対して、当該治療項目を画面に表示する際に使用する表示名と、表示順また
は非表示を示す情報（以下、「表示順／非表示」）とが対応付けて設定されている。
【００６０】
　ここでは、表示順／非表示に数字を設定することで、当該治療項目の表示順番または非
表示とするのか否かを表すものとする。具体的には、表示する治療項目の場合は、表示順
／非表示に、表示の順番を「１」から「９９」の数字を用いて設定し、非表示とする治療
項目の場合は、非表示であることを示す「－１」を設定する。
【００６１】
　図示する例では、「条件補正ドライウェイ」（論理名）の治療項目は、対応する治療方
法（血液透析：ＨＤ）では、「除水計算用ドライウェイト」の表示名で、画面の１番目に
表示する治療項目であることを示している。また、「目標除水下限」（論理名）の治療項
目は、対応する治療方法（血液透析：ＨＤ）では、非表示とすることを示している。非表
示とする場合、表示名は、設定する必要がない。
【００６２】
　なお、治療項目には、各治療方法で用いられる治療項目の全てが設定される。これによ
り、治療方法毎に作成する条件送信マスタは、治療項目の欄は全ての治療方法において共
通で、表示名および表示順／非表示の欄のみを治療方法に応じて設定するだけでよいため
、容易に条件送信マスタを作成することができる。すなわち、病院、医師などの治療方針
に応じて、治療方法毎に表示する治療項目および表示名を柔軟に設定し、容易にカスタマ
イズすることができる。
【００６３】
　第２の方法の画面生成処理は、図１０に示す第１の方法のＳ１４の画面生成処理のみが
異なり、その他の処理については、治療項目の追加および削除の項目編集処理を含め、第
１の方法と同じである。
【００６４】
　第２の方法の画面生成処理では、図１０のＳ１３において、画面生成部１３は、図１０
のＳ１２で取得した治療方法に対応する条件送信マスタ（表示情報）を、表示情報記憶部
３１から読み出す。
【００６５】
　そして、画面生成部１３は、読み出した条件送信マスタを用いて、取得した治療方法用
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の条件送信画面を生成し（Ｓ１４）、クライアント１のディスプレイに表示する（Ｓ１５
）。
【００６６】
　具体的には、画面生成部１３は、条件送信マスタの表示順／非表示に設定された数字「
１～Ｎ」の順番で、各項目の表示名を、条件送信画面の項目名称を表示する領域に設定す
る。そして、画面生成部１３は、患者情報記憶部３４の図１０のＳ１１で入力された患者
ＩＤに対応する、当該画面に表示された項目のデータを読み込み、当該画面の治療内容を
示す領域に設定する。例えば、画面生成部１３は、先の日付のデータについては、患者情
報記憶部３４に設定された定期のデータを、展開し、設定する。また、患者情報記憶部３
４に当該患者ＩＤのデータが登録されていない場合は、空白とする。
【００６７】
　なお、図２から図６に示す各画面は、例えば、図１０のＳ１１でクライアント１が患者
ＩＤを受け付けたタイミングで、Ｓ１４で図２から図６の全ての画面を作成することとし
てもよい。すなわち、Ｓ１５では最初のタブの画面（ここでは、図２の「指示基本情報画
面」）を表示し、残りの図３から図６の画面はメモリに格納しておき、図３から図６の画
面は対応するタブが選択されることによりメモリから読み出しで表示することが考えられ
る。
【００６８】
　あるいは、図１０のＳ１１でクライアント１が患者ＩＤを受け付けたタイミングでは、
Ｓ１４で最初のタブの画面（ここでは、図２の「指示基本情報画面」）のみを生成し、残
りの画面は対応するタブが選択されたタイミングで生成することとしてもよい。
【００６９】
　なお、上記説明では、一例として、図２～図５は、第１の方法で画面を生成し、図６は
、第２の方法で画面を生成することとしたが、これに限定されるものではなく、各画面は
、第１または第２の方法で生成されることとしてもよい。また、全ての画面を第１の方法
または第２の方法で生成することしてもよい。
【００７０】
　[２．サーバの処理]
　次に、サーバ２が、透析装置４に透析指示を行うとともに、透析装置４から透析データ
を受信し、ディスプレイ（モニタ）に表示する処理について説明する。　
【００７１】
　図１２は、サーバ２の処理を示すフローチャートである。
【００７２】
　医療スタッフは、透析を開始する際に、透析を行う患者の患者ＩＤと、透析装置４を識
別するための透析装置ＩＤをサーバ２に入力する。サーバ２の透析指示部２１は、患者Ｉ
Ｄと透析装置ＩＤの入力を受け付けると（Ｓ３１）、データベース３の患者情報記憶部３
４に記憶された、当該患者ＩＤの治療内容を読み出し、当該治療内容の少なくとも一部を
含む透析指示を、中継部２３および対応するドライバ２４を介して、入力された透析装置
ＩＤの透析装置４に送信する（Ｓ３２）。ここでは、図２から図６で確認・入力された治
療内容のうち、図６の条件送信画面の条件送信データを、透析装置４に送信するものとす
る。
【００７３】
　具体的には、前記透析指示には、前記治療内容の少なくとも一部と、透析装置ＩＤとが
含まれ、透析指示部２１は、当該透析指示を中継部２３に送出する。中継部２３は、透析
指示の透析装置ＩＤに対応するドライバ２４を特定し、特定したドライバ２４に、前記透
析指示を転送（中継）する。なお、中継部２３は、例えば、透析装置ＩＤとドライバ２４
とを対応付けた対応テーブルを備え、ドライバ２４を特定するものとする。
【００７４】
　ドライバ２４は、受信した透析指示をフォーマット変換し、透析装置ＩＤの透析装置４
に送信する。すなわち、ドライバ２４は、本透析管理システムにおいて共通フォーマット
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の透析指示を、当該ドライバ２４に接続された透析装置４の機種用のフォーマットに変換
する。
【００７５】
　透析装置４は、フォーマット変換後の透析指示を受信すると、患者の透析を開始し、透
析経過時間、除水速度、血圧、脈拍など、透析装置４の稼働状態および患者の状態を示す
透析データを、自身の透析装置ＩＤとともに、所定のタイミング（例えばｎ秒の時間間隔
）で随時、サーバ２に送信する（Ｓ３３）。
【００７６】
　サーバ２は、透析装置４から送信される透析データを受信する（Ｓ３４）。具体的には
、ドライバ２４は、接続された透析装置４から透析データを受信すると、当該透析データ
のフォーマットを共通フォーマットに変換し、変換後の透析データを中継部２３に送出す
る。中継部２３は、ドライバ２４から送信された透析データをモニタリング部２２に送出
する。
【００７７】
　なお、中継部２３が、複数のドライバ２４からそれぞれ送出される透析データを一括し
て受け付けて、モニタリング部２２に出力することで、多数の透析装置４がサーバに接続
されている場合であっても、モニタリング部２２の透析データの受信負荷を削減すること
ができる。また、本実施形態の透析管理システムでは、各ドライバ２４が、透析装置４の
機種に応じてフォーマット変換することで、異なる複数の機種（メーカー）の透析装置４
を接続することができる。
【００７８】
　そして、モニタリング部２２は、当該サーバ２が備えるディスプレイに、複数の透析装
置４からそれぞれ送信された透析データを表示する（Ｓ３５）。
【００７９】
　図１３は、ディスプレイに表示されるモニタリング画面の一例を示すものである。図示
するモニタリング画面には、複数の透析装置４からそれぞれ送信される透析データが表示
されている。また、各透析装置４が所定のタイミングで随時、透析データを送信する度に
、モニタリング画面のデータが更新される。
【００８０】
　そして、モニタリング部２２は、透析装置４から送信される透析データを、一定の時間
毎（例えば、ｍ分毎）に、データベース３の透析データ記憶部３５に患者ＩＤと対応付け
て記憶する（Ｓ３６）。なお、クライアント１は、医療スタッフの入力を受け付けて、透
析データ記憶部３５に記憶された所望の患者の透析データをディスプレイに表示すること
としてもよい。
【００８１】
　以上説明した本実施形態の透析管理システムでは、クライアント１は、患者の透析治療
方法に対応する表示情報を表示情報記憶部から読み出し、読み出した表示情報を用いて当
該透析治療方法用の画面を生成し、表示する。すなわち、本実施形態では、透析の治療方
法毎に画面を生成することで、治療方法毎に、不要な治療項目を除いた適切な治療項目が
設定された画面を生成し、これにより、医療スタッフの入力ミスを低減するとともに、医
療スタッフが治療内容をチェックする際の負荷（ストレス）を低減することができる。
【００８２】
　また、本実施形態では、透析治療方法毎に、当該透析治療方法用の画面に表示する表示
情報を記憶する表示情報記憶部を備え、透析治療方法毎に画面を生成する。これにより、
本実施形態では、医療の進歩により、新たな透析の治療方法は開発された場合であっても
、新たな治療方法用の表示情報を生成するだけで（例えば、図９の指示基本情報マスタの
場合、当該治療方法用のレコードを追加、図１１の条件送信マスタの場合、当該治療方法
用のマスタを生成）、新たな治療方法用の画面を、迅速・柔軟に作成することができる。
また、新たな治療方法を追加する際のプラグラムへの変更（影響）が少なく、また、既存
の治療方法の画面に対する影響が少ないため、テスト工数（テスト項目）も少なくてすむ
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【００８３】
　これに対し、従来の、全ての治療方法を１つの画面（共通画面）で表示する方式では、
新しい治療方法が開発される度に、画面の作り直しがその都度発生し、当該画面の作り直
しには、当該新たな治療方法だけでなく既存の治療方法も含まれているため、プログラム
への変更（影響）も多く、これによりテスト工数も多くなるため、早急な対応が難しい。
【００８４】
　また、本実施形態の第１の方法では、項目記憶部と、対応する透析治療方法用の画面に
表示する治療項目の項目コードが、表示順に設定された表示情報（例えば、指示基本情報
マスタ）を用いて、画面を生成する。
【００８５】
　表示情報は、治療方法毎に、表示したい順番で表示したい治療項目の項目コードを設定
するだけで容易に作成することができ、これにより、治療方法毎に、必要な項目が設定さ
れた画面を生成することができる。すなわち、病院、医師などの治療方針に応じて、治療
方法毎に表示する治療項目を柔軟に設定し、容易にカスタマイズすることができる。また
、表示名については、項目記憶部に所望の表示名を設定しておくことで、本透析管理シス
テムを使用する各病院または医師が、通常使用している慣れ親しんだ名称で画面に表示さ
れるため、入力ミスを防止し、医療事故を低減することができる。また、本実施形態では
、病院毎に、画面の項目および表示名を柔軟かつ容易にカスタマイズすることができる。
【００８６】
　また、本実施形態の第２の方法では、表示情報記憶部３１の表示情報（例えば、条件送
信マスタ）には、治療項目毎に、対応する透析治療方法用の画面に表示する表示名と、表
示順または非表示を示す情報とが含まれている。
【００８７】
　治療方法毎に作成される表示情報は、治療項目の欄は全ての治療方法において共通で、
表示名および表示順／非表示の欄のみを治療方法に応じて設定するだけでよいため、容易
に作成することができ、これにより、治療方法毎に、必要な項目が設定された画面を生成
することができる。すなわち、病院、医師などの治療方針に応じて、治療方法毎に表示す
る治療項目および表示名を柔軟に設定し、容易にカスタマイズすることができる。
【００８８】
　また、本実施形態のサーバ２は、中継部２３と、ドライバとを備える。中継部２３が、
複数のドライバ２４からそれぞれ送出される透析データを一括して受け付けて、モニタリ
ング部２２に出力することで、多数の透析装置４がサーバに接続されている場合であって
も、モニタリング部２２の透析データの受信負荷を削減することができる。ドライバ２４
が、透析装置４の機種に応じてフォーマット変換することで、異なる複数の機種（メーカ
ー）の透析装置４を接続することができる。
【００８９】
　以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明の要旨を逸脱しない範囲に
おいて、本発明の実施の形態に対して種々の変形や変更を施すことができる。
【符号の説明】
【００９０】
　１　　クライアント
　１１　入力受付部
　１２　取得部
　１３　画面生成部
　１４　登録部
　２　　サーバ
　２１　透析指示部
　２２　モニタリング部
　２３　中継部
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　２４　ドライバ
　３　　データベース
　４　　透析装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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